
役員報酬規程

エフ・オー・イー・ジャパン

(目 的)

第 1条 この規程は、特定非営利活動法人エフ・オー・イー・ジャパンの役員の報酬の支

給の基準について定めることを目的とする。

(報酬及び費用の支給)

第 2条 この法人は、常勤及び非常勤にかかわらず、役員報酬は一切支給しない。ただし、

旅費等の実費は支給することができる。

(補則)

第 3条 この規程の変更および実施に関し必要な事項は、理事会において定める。



特定非営利活動法人 LE J“an就業規則

第 1章 総則

(目 的)

第 1条 この就業規則 (以下「規則」という。)は、労働基準法 (以下「労基法」という。)

第 89条に基づき、特定非営利活動法人 FoE Japanの 従業員の就業に関する事項を定め

るものである。

2 この規則に定めた事項のほか、就業1に 関する事項については、労基法その他の法令の

定めによる。

(適用範囲)

第 2条 この規則は、特定非営利活動法人 LE Japanの 従業員に適用する。

2 嘱託、アルバイ ト、インターン、ボランティアの就業に関する事項については、別に

定めるところによる。

3 前項については、別に定める規則に定めのない事項は、この規則を適用する。

(規則の遵守)

第 3条 法人は、この規則に定める労働条件により、従業員に就業させる義務を負う。

また、従業員は、この規則を遵守しなければならない。

第 2章 採用、異動等

(採用手続)

第4条 法人は、入社を希望する者の中から選考試験を行い、これに合格した者を採用す

る。

(採用時の提出書類)

第 5条 従業員として採用された者は、採用された日から2週間以内に次の書類を提出し

なければならない。

① 履歴書

② 住民票記載事項証明書

③ 職歴のある者にあっては、雇用保険被保険者証

④ その他法人が指定するもの

2 前項の定めにより提出した書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面で法



④兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき   3日

(裁判員等のための休暇)

第26条 従業員が裁判員若しくは補充裁判員となった場合又は裁判員候補者となった場

合には、次のとおり休暇を与える。

① 裁判員又は補充裁判員となった場合        必要な日数

② 裁判員候補者となった場合            必要な時間

第 6章 賃金

(賃金の構成)

第 27条 賃金は、基本給、手当、割増賃金よりなる。手当は、役職手当、通勤手当、職

務手当よりなり、割増賃金は、時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金、深夜労働割増

賃金よりなる。

(基本論)

第 28条 基本給は、本人の職務内容、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人別に決定

する。

(役職手当)

第 29条 役職手当は、役職のある者に対して支給する。

(通勤手当)

第 30条 通勤手当は、月額 3万円までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する

額を支給する。

(職務手当)

第 31条 職務手当は、コンピューターや語学、調査研究など特殊な業務を行った者に対

して、職務の内容と量に応 じて支給する。ただし、この手当を受けることを希望する従業

員は、法人に対して、職務の内容と量から算出される手当の額について、あらかじめ承認

を受ける必要がある。

(割増賃金)

第 32条 割増賃金は、次のとおりとする。

① 時間外労働割増賃金 (法定労働時間を超えて労働させた場合)・ ・・ 25%増 し

② 休日労働割増賃金 (法定休日に労働させた場合)     ・・・ 35%増 し
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③ 深夜労働割増賃金 (午後 10時から午前5時までの間に労働させた場合)・ 25%増し

(休暇等の賃金)

第 33条 年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働 したときに支払われる通常の賃金を

支払う。

2 産前産後の休業期間、育児時間、生理休暇、母性健康管理のための休暇、育児・介護

休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び子の看護休暇期間、裁判員等のための

休暇の期間は、無給とする。

3 慶弔休暇の期間は、第 1項の賃金を支給する。

4 第 9条に定める休職期間中は、原則として賃金を支給しない。

(臨時休業の賃金)

第 34条 法人側の都合により、所定労働 日に従業員を休業させた場合は、休業 1日 につ

き労基法第 12条に規定する平均賃金の6割を支給する。この場合において、 1日 のうち

の一部を休業させた場合にあっては、その日の賃金については労基法第 26条に定めると

ころにより、平均賃金の6割に相当する賃金を保障する。

(欠勤等の扱い)

第 35条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出については、基本給から当該日数又は時間分の

賃金を控除する。

2 前項の場合、控除すべき賃金の 1時間あたりの金額の計算は以下のとおりとする。

(1)月 給の場合

基本給+1か月平均所定労働時間数

(1か月平均所定労働時間数は第 36条第 3項の算式により計算する。)

(2)日 給の場合

基本給÷ 1日 の所定労働時間数

(賃金の計算期間及び支払日)

第 36条 賃金は、毎月末日に締め切って計算し、翌月 25日 に支払 う。ただし、支払日

が休日に当たる場合は、その前日に繰 り上げて支払 う。

2 前項の計算期間の中途で採用された従業員又は退職した従業員については、月額の賃

金は当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。

3 第 1項および第 2項の規定にかかわらず、賃金の支払後に生じた割増または減額分に

ついては、翌月の支払日で清算する。

Ｑ
ｖ

(賃金の支払と控除)



第37条 賃金は、従業員に対し、通貨で直接その全額を支払う。

2 前項について、従業員が同意した場合は、従業員本人の指定する金融機関の預貯金口

座へ振込により賃金を支払う。

3 次に掲げるものは、賃金から控除するものとする。

① 源泉所得税

② 雇用保険の保険料の被保険者負担分

③ 従業員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの

(賃金の非常時払い)

第38条 従業員又はその収入によって生計を維持する者が、次のいずれかの場合に該当

し、そのために従業員から請求があったときは(賃金支払日前であっても、既往の労働

に対する賃金を支払う。

① やむを得ない事由によって 1週間以上帰郷する場合

② 結婚又は死亡の場合

③ 出産、疾病又は災害の場合

④ 退職又は解雇により離職した場合

(昇給)

第 39条 昇給は、法人の業績および従業員の勤務成績等を勘案して行うことがある。た

だし、その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(賞与)

第40条 賞与は、法人の業績および従業員の勤務成績等を勘案して支給することがある。

第 7章 定年、

(定年等)

退職及び解雇

第41条 従業員の定年は定めない。

(退職)

第42条 従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。

①退職を願い出て法人から承認されたとき、または退職願を提出して 14日 を経過したと

き

②期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき

③第 9条に定める休職期間が満了し、なお、休職事由が消滅しないとき

④死亡したとき
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書式第 17号 (法第55条関係)

田□囲圏 54 2 3号に定める事項を記載し

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

促進法施行規則第32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。

～ 2021 3月 31日
2020年 4′月 1日

FoE Japan法人名 事 業 年 度

な し

(1)収益 の

明細

金    額

2,734,073 円

18,827,610円

45,250,354 円

2,659,269 円

11,703,229円

収 益 源 泉 の 内 訳

事業収入 (受託事業)

会員会費

事業収入 (自 主事業)

寄付金

助成金

1,042円

82;724円

4,023,061円

円

受取利息

雑収入

為替差益

円

円

円

円

計△
日

円

85,281,362 円

入 先劇ヒ´
l日

金    額

円な し

円

円

円

円

円計△
日

(3)



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

資産 に係る

(2)資産の貸付けに係る

る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

料 金

円

円

条  件  等

な し

貸 付 資 産 の 内 容

円

円

円

円

円

円

円

役 務 の 提 供 の 内 容 条  件  等料 金

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

第一順位から ロ と

譲渡資産の内容等
譲 渡

年月日
譲 渡 価 格住所又は所在地

法人との

関  係
取引先の氏名等

円な し

円

円

円

円

円

円

円

円

円

(1) 収益の る の 5者

費用 る取 |の上 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産 (棚卸資産を

10,5“ ,435円

8,809,832円

5,783,346円

3,426,800円

FoE

助成金

助成金

助成金

寄付金

氏名又は名称 住所又は所在地

のうち

取引金額

12,249,693円

取 引 内 容 等

取引金額、氏名又は名称

3,300,551円 事業委託費

取 引 内 容 等住所又は所在地

健康保険、厚生年金

事業委託費

事業委託費

事業委託費

4,356,132円

2,500,000円

3,412,500円

2,645,000円



ロ 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む♪

ハ 役務の提供 等を含む。)

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

取引先の氏名等
法人との

関  係
対 価 の 額

1,680,000円

3,000円

役務提供の内容等

家賃

住所又は所在地

里山保全活動の参

加費割引

役務の提供

年月日

2020.04.01

2021.3.31

2020.4。 1～

2021.3.31

円

円

円

円

円

円

円



氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が

20万 であるもの )の氏名並びにそ

する事項 [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する

日

□

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

12人 36,996,558円



6 出 し

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円

出 した にその相手先及び支出年月日

7 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びに
そ 日

実  施  日 使 途 金   額

2020。 11.04

2020。 12.07

2020。 12.25

2020。 12.25

2020.12.25

調査会社への会費

 デザイン料

講演料

通訳料

 通訳料

¥37,185

¥107,095

¥47,016

¥13,717

¥13,717

2021.01.25 ¥13,865

lF21,114

¥42,105

¥17,130

2021.02.25

2021.02.25

2021.03.25

2021.03.25

 講演料

  講演料

 講演料

デザイン料

l通訳料

】F23,267

2021.03.25

2021.03.25

2021.03.29 活動委託費

 講演料

 通訳料

理F21,348

¥3,310,051

¥13,983



法人名 エフ・オ……イー・ロジャパン

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

{1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記録及び

帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

項  目 最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合
最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグノレープの人数

割 合

役員数

(②÷③ (④÷③

① ② ③ ④ ⑤

区 分

③

2020年 4月 1日～2021年 3月

31日
15人 0人 0% 0人 0%

⑮ 人 0% 人 0%

◎ 人 人 0% 人 0%

① 人 人 0% 人 0%

0%
◎ 人 人 0% 人

申 請 時
人 人 % 人 %

(注 1)

0主 2)

各欄D人数等は、第3表付表1「役員の状況」から転配してくださしヽ

③及び0こつしては、′l嗽点以「団彗2位を切ιり紅 た数値を1固をしてくださしヽ

(例)33. 333・ ・・%― → 33. 396

各社員の表決権が平等である ③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

上記を証する書類の名称とその内容等

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表) 囲園】

∝意1中曰

・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員判日腕閉ヨ申提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の配載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第馬条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。



ハ

項
口
日 ④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を受けている

はい

回コ

はい

いいえ

はい

いいえ

:まい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の

保存を青色申告法人に準じて行つている

回]

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい はい

いいえいいえ

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の

記載がある等の不適正な経理の有無
有。□ 有 。無 有・無 有・無 有 。無 有・無

第3表 (りCD

回壺菫コ

つては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出癬屈)に記載した事項について、改
めて記載する必要はありません。

○ 二において、「費途が明

~~‐ ‐~~~~~~‐ ~~~~~~~~… ~~~~~~~~~~~~~~~~~‐ ~~~~~~‐ ~~~~~~~‐ ~~~~~¨ ‐~~~~~~~¨ ~~~■

らかでない支出」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも
|

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明らかにしない支出がある場合も、当然に「費彊コ`明らかでない支出」があることになり、認定を受けることはできません。

エ 3

区分欄の「③」から「◎り欄には、実績中」定期間の各事

業年度 (又は各年)を記載しま・九

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」及
び「④りの各欄に該当する人数を転記します。

注 意 事 項
日
日項

イの各欄

記 載 要 領

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

lミ 「定款 (又は会貝ゆ第○条に正会員の表決権 (又は議決

権)は平等に一票を与えると規定」のように記載します。
)\aE+t 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から輌◎りについては、上記イに計 る各

期間 (「③」から「◎」)を示したものです。

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の [は壼上_
に「Ω上した盪負□菫堕査証盟豊|を添

付してく.ださυ主L
② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

した場合に墜、第3表付表2「帳簿組

じて行つている」の「はレ可 に「o」

該当する‐方を「○」で囲みます。

なお、輌③」から「◎りについては、上記イに記載する各

二の各欄

から「◎」)を示した

記載要領の補足



法人名
エフ・オー・イー・ジャパン ④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

役  員  数 15人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

2001年 11月 14

日就任

2017年 6月 9日

就任
｀

ヘルテン・ ラ

ンダル 0ア ラ

ン

明日香 壽川

石田 信男

伊藤 牧

大芝 亮

佐々木 勝教

鈴木 香織 理事

篠原 ゆり子 理事

都筑 建 理事

2001年 11月 14

日就任

2015年 6月 6日

就任

2001年 11月 14

日就任

2017年 6月 9日

就任

2017年 6月 9日

就任

2017年 6月 9日

就任

2010年 6月 12日

就任

○ 2015年 6月 6日

就任

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

氏  名 住  所 職名 続柄等 就任・退任
③ ⑤ ◎ ① ◎ 申請時

理事 ○

理事 ○

理事
ヽ
フ

′
ヽ

理事 ○

理事 ○

理事 ○

○

○

○

福田 健治 理事



三柴 淳一 理事 ○ 2010年 6月 12日

就任

満田 夏花 理事 ○ 2010年 6月 12日

就任

2015年 6月 6日

就任

山根 正伸 理事 ○

堀野 明子 理事 ○ 2017年 6月 9日

就任

原田 公夫 監事 ○ 2010年 6月 .12日

就任

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。



法 人 名 エフ・オー・イー・ジャパン

伝 票 又 は 帳
`簿

名 左:の帳簿等の形:態 記帳の時期 保存期間

振替伝票、入・出金伝票 単票 随時 10年

手書き

現金出納帳 毎 日 10年
ノレーズリーフ

会計ソフト (会計王)使用

総勘定元帳 随時 10年

)v-At) *7

会計ソフト (会計王)使用

仕訳日記帳 随時 10年

ノンーズリーフ

エクセル使用

給与台帳 毎月 10年

ルーズリーフ

書式第9号 (法第44条・51条・58条段蓄系)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

G圧|!||IIlllII:lll:|(|1買 )

。 「伝票又朧帳購名」欄は、例えば n晩金出納帽む、「絡勘定刀L!、 「経費帳」などのように記載します。

・ 『左の根障等の形態」欄は、「3検複写伝票」、町レーズリーフ」、『装T根簿」などのように配載します。

・ 『記帳の時期」欄は、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出:癬E):こ記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。 ヽ



書式第10号 (法第44条。51条・58条関係)

認定基準等チェック表 (第 4表 ) 圃 珂

法人名 エフロオ……イー・ロジャバン チェック:欄

04 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人

と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人

の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上

記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のう

あること

80%以 上で

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

ロ

申許郭寺① ◎◎⑮項
日
【 ④

有 ・ 無有 ・ 無 有 ・ 無
宗教の教義を広め、儀式を行い、及

び信者を教化育成する活動
有・① 有 。無有 。無

有 ・ 無

有・ 無
特定の公職の候補者若しくは公職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対する活動

有 。無

有。① 有 ・無 有・ 無

有 ・ 無有。① 有・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無有 ・ 無

政治上の主義を推進し、支持し、又

はこれに反対する活動

項
口
日 ④ ⑮ ◎ ① ◎ 申罰削寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対する報酬の支

給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過

大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給

に関して特別σメll益の供与の有無

有。国 有・無 有 。無 有。無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産の

その議渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の

譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の

譲渡等に関して特別の利益の供与の有無

有。国 有・無 有。無 有。無 有・無 有。無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営

に関して特男Iに月播:の供与の有無
有。国 有。無 有・無 有・無 有・無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公

職の候補者若しくは公職にある者に対する翻附の有無
有。国 有・無 有。無 有・無 有・無 有 。無

∝意1中D
・ 『認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第闘条第1項に基づく書類 (役員報酬婦程守提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)01戯び二)」 の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつて|よ 法第関条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した事項につい

て、添付を省略することができます。



法人名 エフロオー‐・イー・・ジャパン

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日囲ⅡⅢ駆五日

チリ列ロ

0

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する細剛 α内制印D等がある場合には、その細則 網レ嘴猥ID等を添付してくださしヽ

同  意

□ しない

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した:書鋤

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写り

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

前事業年度の役員報酬又国職員給与の支給に関する規程

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

ホ

次の1事項を調載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者σ洒己偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

割附金の額の事業年度中の合計額が加万円以上であるものに限る。)の略 並びにその割附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した割附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外′ヽの送金又は金銭の持出しを行った場合 (その金額が2∞ 万円以下の場合に限る。)におけるその金額及び

使途並びにその実施日

イ

① 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

② l海外への送金又は金銭の持出し(その金額が2∞ 万円以下のものを除く。)を行う場合には事前に又は災害に対

する援助等緊急を要す した書類の写し

書式第13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表 5

∝意1中D
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬観程等提出書類)の提出時に記載及び添付する必要が

あります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、添付の必要はありません。



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表)

法人名 エフ・オー・イーロジャバン

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

Q菫事D
・ 法第5彙第1■に基づく●麟 (役員■■用趣●提出書目)1醐日出中

=当
たつて1ム

…

エツク壼 (■0表ユび疇01D

lま.“●する●口はありません。

・ 露定の有効期日のコ所の申薔に当たつて!ム

…

エツク壺 じ 6壺及び第B壼)(鶴田

""颯
はありません。また、浅

第5彙備1■に基づく●颯 (役員籠鵬ロロ翻日出日い に鋼●した事項について、改めて記日するあ晏はありません。

ロ 28条に規定する事業報告書等及び役員

名簿並びに定款等を同法第29条の規定により所轄庁に提出していること

特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等及び役員名簿並びに定款等の所轄庁への提出の有無

③ ⑮ ◎ ① ◎

有 0無 有 征 有 任 有 任 有 缶

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利 チック欄

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと
0

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何ら力つ利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する

事実の有無

○ 認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第5条第1項に基づく書類 (役員欄酬規程等提出1剛D ロコロ匡置コ

び添付する必要があります。

③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

有 有 征 有 征 有 ・ 無 有 征
ニー
偏

缶

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し

ていること

チェック欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日



書式第 15号。
(法第 44条・51条・58条関係 )

欠格事由チェック表

法人名 エフ・オー・イーロジヤパン わ 湘

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人
は認定、仮認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取り
合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該仮認定

特定JP営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等ロロMl)

若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことによ

り、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等 G田阪2)

2 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当議滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

定:二」回li::」:亘!璽:菫:壁望:墜]動幽l固2菫1阻12:匡1堕i聾:基L亜整磁:隆:Ll量:國:厘:墨!重」墜:』!週:上1盤:艶i璽囲lL.菫:型!コ:上並」|二

塁|□1壼l国!塑1型1國l型!Li墜び童1堅:堕杢1壁:塾!Ll:墾|ヨ1立!とl塾!堕上ヨ1型1塵!堕1塵:壺1目:国1自1画i正:墨:菫1璽1塁i生!壼1望!望!型!」l塁!生:菫主)。

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ。暴力団
口 暴ヽ力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定り[増利活動法人が仮認定を取

り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特定非

営利活動法人又は当該仮認定特定ブ贈 利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消し

の日から5年を経過しない者の有無

有

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はそσ丼好子を受けることがなくなった日から5

年を経過しない者の有無
有 □

特定非増利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に敵 したことにより、若しくは刑

法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に敵 したことにより、罰金刑に処せられ、その考

`行

が終わつた日又はその執行を受けるこ

とがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有

暴力団の構成員等の有無 有 園

９
“ 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 は い ・

Ｒ

） 定款又は事業計画書の内容が法令等に敲 している法人 はい 0

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
はい 。いいえ

耐
薇

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上記4二墨ニコ整饉奎量量笠!奎L堕菫型12量生菫」堕墨:コE壁]書

壁 24」 並壺[こ國整塵出壁菫塾國塵聾国壁 壼型塵曇 :L2=」E墨」塑留墜塑L壺墨

`塾

』堕]堕璽]堕]置壼壺壺』コ[ヱ茎上 __
(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の:事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添け ること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

ｒＤ 国税に係する重加算税又は地方税に係|る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 Iか・「 戸ヽえ

次のいずれかに該当する法人

暴力団 lれ 。ヽ
「 T頭

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 はい・FWヽえ

イ

ハ

ロ

セ`

り^


